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幹事会の議事概要

○第１回協議会（H29.6.2）を開催し、荒川上流を対象とした減災対策協議会を設立

○第１回協議会以降、幹事会を２回開催し、荒川上流の取組方針を取りまとめた。

【【【【第２回幹事会第２回幹事会第２回幹事会第２回幹事会】】】】(H(H(H(H29292929....8888....4444))))

○議 事：荒川上流の取組事項について

・地域防災計画の整理結果について

・６月１９日に施行された水防法等の一部改正を受けて、減災対策協議会で検討を要する事項について

○主な意見交換の概要

・水位計を設置していない河川の出水状況の確認をどのように実施しているか。

・荒川の小渡水位観測所の水位見直しは可能か。

・荒川下流の赤芝ダムから協議会に参加してもらえないか。
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【【【【第３回幹事会第３回幹事会第３回幹事会第３回幹事会】】】】(H(H(H(H29292929....10101010....19191919))))

○議 事：県管理河川の取組事項について

・協議会で検討・調整を要する事項について

・荒川上流の減災に係る取組方針（案）について

○主な意見交換の概要

・タイムラインについては、小国町の場合、土砂災害も考慮する必要がある。

・地域防災計画に記載する要配慮者利用施設の掲載基準は町の判断で良いのか。

・小国町内の砂防堰堤は満砂になっている施設が多い。対策工はあるのか。


